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平成２６年度第２回富津市子ども・子育て会議会議録 

発言者 発言内容 

事務局・茂木 

渡辺会長 

事務局・茂木 

事務局・茂木 

渡辺会長 

渡辺会長 

１ 開会 

・資料の確認 

２ 会長挨拶 

・会議の成立 

 本日、１３名の委員の方が出席で木下委員、小柴委

員の２名が欠席でございます。よって、過半数を超え

ており、子ども・子育て会議設置条例第６条第２項の

規定により、会議は成立しております。 

・会議の公開 

 この会議につきましては、富津市情報公開条例第２

３条の規定により、会議は公開することとなっており

ます。 

 本日の傍聴人は２名です。 

 議事進行は、渡辺会長にお願いいたします。 

・会議録署名人 

 議題に入る前に本日の会議録署名人を指名いたしま

す。本日の会議録署名人は、相澤委員を指名します。

３ 議題 

＜（１）保育短時間認定における就労時間の下限設定

について＞ 

議題（１）保育短時間認定における就労時間の下限

設定についてを議題とします。事務局の説明を求めま

す。 
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事務局・小野田 

渡辺会長 

事務局・小野田 

渡辺会長 

鈴木副会長 

事務局・小野田 

鈴木副会長 

事務局・小野田 

渡辺会長 

 資料１について説明 

○質疑・意見 

それでは、質疑・ご意見を伺う前に、事務局として

いくつかの視点でご説明いただいたのですが、事務局

の案がありましたらお話しいただきたいと思います。

事務局といたしましては、国の動向からも、少し緩

和するような方向だと認識しておりますので、月４８

時間以上を考えており、③１日４時間以上月１２日以

上を考えております。就労形態が様々な方もおり、柔

軟に対応できるということもありますので、③と考え

ております。 

事務局案が示されましたが、ご意見あるいはご質問

等はございますか。 

例えば、求職中などのことはいかがなのでしょうか。

求職中については、同じような考え方ということが

国から示されております。ＤＶや虐待など特別な事情

の場合には時間はみないと示されておりますので、基

本この時間で大体が対応していくということになりま

す。 

ＤＶなど国で示されたいくつかの入所の条件を加味

しながら考えていくということで、いくつか条件が出

てきましたけれども、踏襲した形で考えるということ

でよろしいですね。 

はい。 

 事務局から示された案というのは、いちばんフレキ

シブルな形ではありますがいかがでしょうか。 

現行は１日４時間、月１５日６０時間以上とのこと

ですが、現実に保育園の入園希望者でこの要件に合わ

ない希望者がいるのか、いたのかは把握していらっし
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事務局・小野田 

渡辺会長 

事務局・小野田 

相澤委員 

事務局・小野田 

渡辺会長 

井上委員 

ゃいますか。 

 入所の申し込み・相談に来た時に基準について話を

しますので、ほとんどいませんが、ごくまれに時間数

が少ないような方は見受けられます。その場合には指

導しております。 

 では、時間が足りない人は具体的には幼稚園に行く

ということになるのか、あるいは自宅でそのまま保育

するということなのかは、いかがでしょうか。 

 実際のところ入所にあたって申し込んでくる方は、

保育料を基準に考えてくる方が多く、保育園に入るに

はこういう要件がありますよということを話したとき

に、保育料が幼稚園のほうが安いということになると、

幼稚園に流れていくこともあります。時間が足りない

ということになれば、求職中という理由でも保育所に

入所可能なので、その中で足りるような時間での仕事

を探してもらうという風にお願いしているところで

す。 

 今の案でいうと委員長がおっしゃられていたように

かなりフレキシブルな要件と感じますが、実際施行し

た時に、要件緩和によってどれくらいの人が増えそう

とか、そういうシミュレーション的なものはして、対

応可能かどうかと判断されているのでしょうか。 

 実際のところ、短時間保育にかかる方はほとんどい

らっしゃらないので、これで急激に入所の申し込みが

増えることは想定しておりません。また、時間につい

ても、月１２時間の違いですので実際のところは大差

がないものだと考えております。 

 実際保護者の皆様はいかがでしょうか。特に問題な

いとお考えでしょうか。期待したとおりですか。 

 週３回の月１２日というのは、働く方としては仕事
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渡辺会長 

各委員 

渡辺会長 

事務局・渡邉 

相澤委員 

事務局・白石 

が選びやすくなるので、それはありがたいことだと思

います。 

 この中で、下限設定について、このプランの中から

決定しなくてはいけませんが、事務局の提案どおり「③

１日４時間以上、月１２日以上」といういちばんフレ

キシブルという議論はありましたが、そういう形とし

てよろしいでしょうか。 

 異議なし。 

 それでは「ご異議なし」と認めまして、議題（１）

保育短時間認定における就労時間の下限設定について

は事務局案の「③１日４時間以上、月１２日以上」と

させていただきたいと思います。 

＜（２）教育・保育の提供に係る区域の設定について

＞ 

 議題（２）教育・保育の提供に係る区域の設定につ

いてを議題とします。事務局の説明を求めます。 

 資料２について説明。 

○質疑・意見 

 基本的な考え方は事務局の説明で良いと思います

が、たとえば親御さんの就労場所も考えて各区分外の

ほうが送り迎えしやすいというケースが考えられた場

合には、例外的にそういった対応も可能だと考えてよ

ろしいでしょうか。あくまでも区域内でというもので

すか。 

 あくまで地区内で需要と供給を算定するもので、実

際にその地区内で通園しなければいけないというもの

ではありません。その中で保護者の都合で、仮に３地
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鈴木副会長 

事務局・白石 

鈴木副会長 

区に設定した場合に違う区域に通うこともあり得ます

し、あくまで計画上の区域設定です。 

 計画上の区域設定がよくわからないのですが、実際

には、保育所・保育園の入園を希望する場合に、第一

希望、第二希望を書いています。国の方針が選択制の

方向性を出しているのですが、そういう方向性が原則

としてある中で、区域を設定する意味が分からないの

ですが。 

 区域を設定するのはあくまでも、その区域でどれだ

け、必要な教育と保育の施設の受入がどのくらい必要

か、需要や対象のお子さんがいるかを区域ごとに出し

て、施設の定員をどれくらいに設定するかを区域ごと

に行っています。 

選択肢として、富津市一括でやってしまいますと、

富津市の中で需要と供給が足りていても、実際にお子

さんが通える範囲は決まってきます。市の南部から市

の北部に通園するのは、勤務上の都合があれば別です

が、自宅からの生活圏内に通園するのが通常だと思い

ます。また、そういう方が大半ですので、そのために

ある程度の生活圏、地域ごとに量の確保を行っていく

かがこの計画ですので、区域の設定を行っております。

今、申し上げたことにつきまして、一番問題なのは、

富津市で待機児童が発生した時に、市全域で定数を満

たしていても、ある一定地区に集中していると、全体

では数が足りていても、そのある地区では足りないと

いうことがあると思います。そこで今回区域を設定し

て、自分の生活圏の中で確保しようというのが本来で

す。 

 富津市は区域を設定しないという選択肢もあります

か。 
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事務局・白石 

渡辺会長 

事務局・白石 

渡辺会長 

 先ほど申し上げた通り、市全域で考えると、足りる

ということになりますが、区域を設定することになっ

ております。市全域とすることも可能かもしれません

が、実際にお子さんが通うにはある程度の区割りは必

要かと思います。 

 量の見込みを計画の中で立てていく中で、それに基

づく、根拠となる区域を細分化していくわけですよね。

今の案でいうと市内を３つに分けていますが、それに

よって計画の中でどのような影響が出てくるのかがわ

からないのですが、例えば天羽地区の保育園・幼稚園

はこのくらい必要だから、このくらい支援しましょう

とか、あるいは富津地区は児童が多いからもうちょっ

と手厚くやりましょうとか、そういう差が出てくると

いう考え方でよろしいですか。 

 手厚くというよりは、実際に今の保育所・幼稚園の

定員がありますので、富津市ですと見込みをどこまで

合わせていくか、これからの需要・見込みから定員を

設定していくことになりますので、教育・保育施設に

ついては、市が定員を需要から算定することになりま

すので、現実的にはどこかを優遇するとかいうわけで

はなく、子どもの人数の見込みから定員を設定してい

くという作業になります。 

 そうすると、地域ごとに定員を、来年から５年間の

計画の中で定員を設定するということですよね。例え

ば定員に満たないようなところを、定員を増やすよう

な施策をやっていくようなところが、量の見込みの中

で政策に関わっていくかということですね。 

要は、なんのために区域を設定するかというのが、

私にはちょっとわからないのですが、計画の中で、定

員を増やすというのは、私立も公立もある中で、定員
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事務局・白石 

鈴木副会長 

事務局・白石 

渡辺会長 

事務局・白石 

鈴木副会長 

に満たないところと予測されていくところがあった

ら、具体的にどうしていくのかということを計画の中

で考えていくということですか。 

 そういうことです。 

 富津地区で需要が高まってくれば、富津地区のエリ

アの中で定員を増やす努力をしていく一方で、今余っ

ている、あるいは縮小していくところは分けていくと

いう考えでよろしいでしょうか。 

 市内の状況は、待機児童もいませんので、市外から

の児童を受け入れているところもあります。その中で

やっておりますので、今の児童数の見込みからいえば、

今の状況で不足するというのは、よっぽどの開発など

で増えない限り見込めません。今のところは今後５年

間で特別な事情が生じない限り、定員を増やすという

ことはないと考えております。 

 定員を減らすという可能性はあるのでしょうか。 

 資料２ページ②で、保育所でみますと、それぞれの

地区で、現員が定員を下回っております。これを見ま

しても、市内の子どもだけを考えれば、この状況から、

この５年間のうちに激増するというのは特別な開発が

ない限り予測できませんので、特別な増はないと思い

ます。これだけ見れば減少になりますが、他に広域調

整もあるので、市外の児童を受け入れることになりま

す。近隣市との調整になりますが、それでも少なけれ

ば定員を減らすことは現実に合わせて有りうることだ

と考えております。 

 先ほどの時間設定の中では、フレキシブルな対応を

決めていただいたのですけれども、利用施設について

も、状況に応じた対応がされるわけだが、無理に区域

を設定しなくてもフレキシブルで良いのかなという風
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前沢健康福祉部長 

松倉委員 

前沢健康福祉部長 

廣田委員 

事務局・白石 

廣田委員 

事務局・白石 

には考えます。わざわざ絵にかいたような地域性とい

うのは、なかなか古い考え方かなと腑に落ちないとこ

ろがあります。 

 例えば、高齢者福祉で地域包括支援センターという

ものがありまして、高齢者の方が相談する施設ですが、

この施設において、３０分以内のうちにサービスが提

供される区域を設定されています。よって、色々な相

談や通いが３０分圏内でできる富津・大佐和・天羽と

分け地区設定しております。それを考慮し、また、親

御さんの状況も考慮したうえで、こちらの区域設定も

３０分圏内の距離の３区域としております。もし１か

所にしてしまうと、１時間以上かかる場合もあります

ので、時間等考慮した中では３地区に分けたほうがよ

いのではないかとしているところです。 

 ３０分以内で行けるというのは、地域包括支援セン

ターの職員の方がいけるということなのか、利用者の

方がいけるということですか。 

 利用者です。 

 地域を分けるというのは、資料として使うための資

料作りとしての地域分けですか。 

 地区は、子ども・子育て支援事業計画の策定が地区

を設定し、その地区ごとに子どもの入所・入園の見込

みに合わせて施設を確保するという計画ですから、そ

れによって計画を策定します。 

 地域を３地区決めていますが、あとで細かく分ける

など変更は可能ですか。 

 不可能とは言いませんが、区域の見直しは、計画の

見直しになります。計画内容の見直しはありますが、

区域は基本になりますから、計画の途中では見直しは

ないと思います。次期計画の時にやっぱり３地区では
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鈴木副会長 

松倉委員 

事務局・白石 

うまく行かず、また、状況も変わるし、変えようとい

うことはあるかもしれませんが、今回策定する計画の

中では絶対とは言えませんが、５年間そのままになる

と思います。 

 都市部の待機児童がいっぱいいて、なかなか入れな

いところが地域の責任でニーズに対してキャパを用意

するという意味での区分けした責任があると思うので

すが、同じような発想をここに持ってきてもいいのか

なというか、設定しても馴染まないような感じがして、

区域分けが本当に必要なのか、ずっと疑問に思ってい

ます。 

 区域を設定することによって、サービスを利用した

いという保護者や子どもの選択の幅が限定されるよう

なことがあると、以前の制度にないことなど自分の選

んだところのサービスが利用できなくなるとか、自分

の区域でないから利用するのを控えてしまうようなこ

とが起きるのであれば、待機児童のない富津市で区域

設定しなくてもよいのではないかと思います。この区

域を計画の中だけでただ需要を判断するだけの計画的

な区域ということなのか、今後のサービス利用の中で

も区域がつながっていくのかどうかというのが、自分

はこの幼稚園のこの教育が受けたいのにとか、この保

育を受けたいのに区域設定があるから遠慮してしまう

というようなことがあるとサービス利用する側の権利

としてどうかと感じます。それは問題ないのでしょう

か。 

 これはあくまで計画策定のための区域で、実際の利

用には関係ありません。３地区にしたから、富津地区

の人は富津地区の施設しかいけないとか、そういうこ

とはありませんし、今までもありません。先ほど申し
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松倉委員 

渡辺会長 

井上委員 

上げましたけれども、施設の現実問題として、子ども

は減っていきますので定数の削減の可能性はあるかと

思います。施設ごとに定員を設定する際に、子どもの

需要を見込んだ中での判断材料として、地区を３地区

と考えております。 

 そうなると、今どこが多いかとなると富津地区が多

くて、そこの現員がまかなえる定員を作る、ある程度

そこをプラスマイナスがないような定員設定をすると

いうことになることですよね。そうすると、ここに全

然違う地区からとなった時に、定員をそこで設定する

わけなので、現員・需要に合わせて定員を設定すると

なると、区域を越えてというのはどうなるのですか。

やはりその地区に住む人が優先されるということです

か。 

 具体的に需要を見たときにメリット・デメリットが

出てくるということですかね。それはいかがですか。

 地区を３つに分けると、どの地区に子どもがどれだ

けいるかが明確にわかるというメリットはあると思い

ます。少ない地域があるという現状を考えると、それ

ぞれバラバラに考えると、その地区のための子ども達

の施設で、他の地区の子ども達が行きたいといっても、

人数がオーバーして行けませんとなると、それは違う

かなと思いますが、それぞれの地区では、家庭環境も

すごく違うので、その辺も加味して分けるというのも

ひとつかと思います。ただ、富津地区のための定員と

やるのではなく、プラスマイナスのゆとりを持たせな

がら、定員を決めれば良いのかなと思いますし、おじ

いさんおばあさんがいるような天羽地区と核家族が多

い富津地区という違いはあるので、地区を分ける意味

もあるのではないかと思います。 
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渡辺会長 

白井委員 

鈴木副会長 

 今、議論の中心となっているのは、地区を分けるこ

とでどういう影響が出てくるのか、あるいは地区を富

津市一つとすることでどういう影響が出てくるのかと

いうことで、それぞれ意見が出ています。その中で、

一方では井上さんがおっしゃられたように、地域の特

色を考慮するのであれば地区分けは必要ではないかと

いう意見もあります。その一方で、地区分けをするこ

とでどんな意味があるのか、大都会の待機児童がいっ

ぱいいるところと同じように当てはめてその中でのニ

ーズを考えていってもいいのかという疑問・不安があ

りますが、そこが議論の分かれ道になっていると思い

ます。 

 地区を分けるのは、全体で需要と供給のバランスが

取れているけれど、天羽地区のような人数の少ないと

ころだと、行きたいけど行けない人がいるというよう

なところもあるのかと思うのですが、子どもが少ない

ところでもう少し増やしてほしいといった意見が出た

時に聞いてもらえるのでしょうか。 

 定員の話をしておりますが、もう少し広く考えると、

例えば地域子育て支援センターが天羽地区にないとい

う現状がありますよね。例えば病児保育だとか休日保

育などで病児保育は富津に一か所ですが、そういうも

のが南のほうに果たして必要なのかとそこまで広めて

考えると、天羽地区や大佐和地区にも一か所ずつ必要

なのではないかという考えでいくと、区域という考え

方は大事だと思います。定員だけで考えると、希望が

出せるような仕組みになっているのに、区域で制限さ

れるというのはおかしいと思います。区域で分けると

いう意義を考えると、今みたいに他の視点のニーズも

考えていかなきゃいけないと感じました。 
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渡辺会長 

事務局・白石 

 今の話を総合すると、人口あるいは児童数を地域で

特色に応じた対応をするには、旧３町でという、事務

局の提案通りＡ案の富津・大佐和・天羽の３地区とす

ることでいかがかということですが、いかがでしょう

か。ご賛同いただけますでしょうか。 

 それでは、反対という意見がございませんので、議

題（２）に関してはＡ案の富津・大佐和・天羽の３地

区で区分するということでよろしくお願いします。 

＜（３）教育・保育の提供に係る区域の設定について

＞ 

 議題（３）地域子ども・子育て支援事業についてを

議題とします。事務局の説明を求めます。 

各事業をご説明する前に、地域子ども・子育て支援

事業の概要を説明させていただきます。 

子ども・子育て支援新制度では、子育て家庭を支援

するため「地域子ども・子育て支援事業」を実施しま

す。事業は、市町村が子ども・子育て支援法に定める

１３の事業の中から地域のニーズにあったものを子ど

も・子育て支援事業計画に位置付け、計画的に実施し

ていきます。 

事業の中には、すでに実施しているもの、新制度で

新たに設けられたものがあります。 

本日、各事業について委員の皆様のご意見を伺った

うえで、事務局で事業計画案をまとめさせていただき、

後日、改めまして、会議にお諮りしたいと考えており

ます。 

各事業の内容につきましては、渡邉がご説明申し上
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事務局・渡邉 

鈴木副会長 

事務局・白石 

鈴木副会長 

事務局・白石 

相澤委員 

事務局・白石 

相澤委員 

げます。 

資料３について説明 

○質疑・意見 

①利用者支援事業 

 国が新規事業で、かなり力を入れようとしている事

業ですよね。富津市の場合は待機児童がいないのでと

いう説明がありましたけれども、利用者支援で相談や

助言、施設につなげていくコーディネーターの役割は

大きくなっていますが、民生・児童委員の兼ね合いは

どうなっていますか。 

 現状としては保育所の入所関係で民生・児童委員さ

んと関わりあっていることは特にありません。 

 民生・児童委員さんはどういった仕事を、具体的に

何を行っているのでしょうか。 

 児童虐待や家庭相談などの地域の相談が主流となっ

ています。保育や幼稚園の入所に関しての関わりはあ

りません。 

 保育コンシェルジュや子育てコーディネーターは、

入所前の相談に応じるということですか、それとも入

所後も何か相談があれば助言を与えられるとかありま

すか。 

 保育コンシェルジュは、横浜市で行っている例で、

待機児童の解消ということで、待機児童には認可保育

所や無認可保育所等、いろんな選択肢がありますので

そういうところを案内・紹介し保護者と施設をつなげ

る窓口となっています。富津市は、待機児童がいませ

んので希望があれば入れる状況です。こういった専門

の窓口の必要性は低いと考えております。 

 では、利用者支援事業というのは、入所困難に対す
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事務局・白石 

鈴木副会長 

渡辺会長 

事務局・白石 

鈴木副会長 

る相談を主に行う事業ということですか。 

 そのとおりです。 

 入所支援だけでなく、子育てに関する役割としては

もう少し広い役割を持っているのではないかと思うの

ですけれども。 

 皆さんの質問を聞いていて、鈴木さんがおっしゃら

れたように、保育コンシェルジュや子育てコーディネ

ーターがどこまでの仕事をするのか、わからない状況

です。これから計画を立てていくうえで、事務局にお

願いなのですが、これから実際にどの程度拡大できる

のか、もし富津市で活用するのであればどういった可

能性があるか考慮しながら対応していくという風に計

画に取り入れていくかということを検討していただけ

ればと思うのですがいかがでしょうか。入所困難者に

限らず、今ある相談窓口との差別化ができるのか、今

ある制度で対応できるものなのか、視野を広げて考え

ていただければと思います。 

 検討させていただきます。 

 今日は保健師さんも来ていらっしゃいますので、そ

ちらの関連なのですけれども、保健師さんの場合は乳

児の全戸訪問をしていらっしゃいますよね。ただ、役

割としては健康支援に主軸があって、子育て支援とは

少し話が違うように思います。例えば全戸訪問したと

きの意義としては、和光でも子育て支援センターをや

っていますが、支援センターがあることすら知らない

方がいたりとか、ちょっとそういうところを利用する

とだいぶ違うのに、そもそも行こうと思っていない方

がいたり、あるいは存在すら知らない方もいらっしゃ

ることもあります。また、個人情報保護の関係でどこ

に乳児がいるかは民間レベルでは把握できないので、
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渡辺会長 

事務局・圓川 

鈴木副会長 

本当に困っている人のところに手が差し伸べられない

という問題があるので、どういう支援ができるのか、

必要なのかということを、渡辺会長からおっしゃられ

たようなことで、研究というか、どんなことが必要な

のか少し明らかにしてもらえるといいなということを

お願いしたいと思います。 

 ひとつには情報共有というものがあります。よく議

論になるのですが、個人情報はどこまでの網でどこか

ら下に落とさなければいいのかを一回見直す必要があ

るかと思います。 

 この事業をやる情報があるが、行政は縦割りなので

情報が共有化されていないということが個別にありま

すが、それが共有すると効率化されるものがいっぱい

あると思います。是非それも検討の中に加えていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 和光の「もうひとつのお家」は活用させていただい

ていて、乳児教室や訪問でチラシを配らせてもらって

います。 

 母子だけでお家にいらっしゃって、どういう風に過

ごしたらいいかわからないとか、どこに行ったらいい

かわからないという方がいらっしゃいますので、情報

提供をさせていただいています。「行って楽しかった」

という話を聞きますと良かったなと思います。 

 子育て支援センターは和光だけではなく、他にもや

っておりますので、そういうところも活用していただ

きたいなと思っております。 

支援センターでなくても、どこの保育園や幼稚園で

もそういうところになれるといいなというのが願いで

す。 

 この会議の中で、対象年齢をマイナス１歳にしたこ
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君塚委員 

事務局・渡邉 

とがあるわけですけれども、マイナス１歳のマタニテ

ィの時期にどういう出会いがあるかが子育てに影響し

てくるので、マタニティの時期をもう少し支えられる

仕組みが富津市で作れるといいなと思います。 

 事例として保育コンシェルジュや子育てコーディネ

ーターが出ていますが、どういう人がいちばんこうい

う窓口にいくかというと、障がいを持っているのでは

ないか、障がいがあるかもしれないというお母さんだ

と思います。不安を抱えて、どこで受け入れてくれる

のかとか、どういうところに行ったらいいのかという

方が結局窓口に行くと思います。あまりそういう心配

のない方は、自分で保育所を訪問してどういう保育を

しているとか、受け入れ時間は、何時からといった相

談ができるのですが、うちの幼稚園なんかでも受け入

れてくれるところがないので、また、どこに相談いっ

たらいいのかわからないなどで直接お電話くださる方

がいらっしゃいます。ただの相談窓口というわけでは

なくて、障がいを持っているのではないかとか、障が

いがあるかもしれない、けれど何か相談しにくい、ど

こに相談したらいいのかという、全体を含めて、広い

意味で窓口を設けるようにすると、もっと良い方向で

早く支援の必要な子ども達が適切な支援がよいところ

で受けられるような、そういうところにもつなげると

よいかなと思います。広い意味でこれを、ただ子育て

しやすい子育て支援事業というだけではなく、富津市

はこういうことも含めて相談に乗りますよということ

に広げていったらよいかと思います。 

 コンシェルジュやコーディネーターについて、先進

地の事例では認可保育所がいっぱいで、でも、無認可

保育所はたくさんあるけれども、自分の家の周りにそ
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ういう保育所があるかが分からない。役所がそういう

情報を総合的に集めて、近くだとこういうところにこ

ういう施設がありますよということをコーディネータ

ーさん達が紹介します。近くの施設が児童で埋まって

いても、空いている施設の紹介をコーディネーターさ

んの役割だと思います。 

また、近所に子育て支援の子ども達と行ける場所の

紹介等をしていると思います。 

 障がいをお持ちのような方の相談については、社会

福祉課でやっている事業や保育園での対応をお話して

います。幼稚園については、私立になりますので、詳

細のことについては各幼稚園に問い合わせていただく

形になってしまいますが、どこにこういう幼稚園があ

って、電話番号等を紹介して直接問い合わせてくださ

いということはお話します。 

 国が消費税を上げることを条件に、子どものために

毎年７，０００億円もの税金を投入すると決めたこと

は画期的なのですよね。子どもに対してこれだけお金

を投資するということを大いに活用しないともったい

ないと私は思うのです。そういう中で、例えばこうい

う利用者支援事業をやろうとするとそこに人が付きま

すので、お金がかかります。お金はかかるが、相談役

という人が身近にいるということはものすごく大事な

ことで、役所でやれる仕事なのだけれど、役所で引き

受けてしまってはダメだと、私は思います。どれだけ

地域の住民、人の世話になるかということが、これか

らものすごく大事で、役所が全部自分で引き受けてし

まうと、住民は、自分達は何もしなくていいのだとい

う風に思ってしまう。そういうことは、これからの行

政の上ではもったいないというか、行き詰ってくると
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岡村委員 

事務局・白石 

松倉委員 

渡辺会長 

思うのです。みんなが何でもお願いすれば叶えてくれ

るという関係を変えていかなければならないと思うの

で、何か市民を活用していく方向で検討していくほう

が、私は利口だと思います。 

 鈴木副会長のおっしゃられた通り、市役所に足を向

けてお話を聞きに行く方ってとても少ないと思いま

す。なぜか格式が高いというか、みんな一歩入れない

と思います。でも、こういったところでも相談に乗っ

てくれますよというところがあると気軽にお電話した

り、みんな伺ったりできると思います。なので、出来

れば、市役所の窓口だけではなく、そういったもう少

しいろんなところに聞けるような広い場所があれば、

マタニティで不安なお母さんや子育てで悩んでいるお

母さんも入りやすいと思うので、是非検討してくださ

い。 

 できる限りで検討していきたいと思います。 

 この人達がどこにいるかということも重要で、横浜

市が上手くいった例として挙げられているのですけれ

ども、市の支援課のほうに配置されているというのは、

結局市じゃないかということで、どこに配置されてい

るかということも大きな点になってくるかと思いま

す。松戸市は、市に配置されていないと思います。 

 要は総合受付みたいなところがあって、子育て支援

に関して誰がそれを担うかということですよね。 

皆さんの論調ではっきりしているのは行政に行くの

はなかなか難しいし、縦割り行政の中で、ここは違う

のであっちですよとか言われてしまうと、そこでがっ

かりしたり、しょんぼりしたりするのですよね。そこ

をを、うまく仕組みを作っていくというところではな

いかと私は思います。それがまさにコンシェルジュや
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富井委員 

事務局・白石 

鈴木副会長 

コーディネーターの仕事になってくると思います。 

今、皆さんのお話を聞いていると、利用者支援事業

は富津市にとって不必要ではない、そんな感じは受け

てきますよね。これこそまさに今やるべきことなのか

なと富津市の中の隠れたニーズに対応していくという

ことなのではないかと思いますので、計画の中でしっ

かり盛り込んでいただきたいと思います。これは次の

会議で、計画の段階で皆さんにチェックいただき、監

視していくようにしていきたいと思いますので皆様よ

ろしくお願いします。 

②地域子育て支援拠点事業 

 この子育て支援拠点事業というのは、今ある２つと

も保育園の敷地の中でやっていると思いますが、それ

はどうしてそうなったのでしょうか。保育園の行事と

か開所している時間・曜日に限られてしまうと思いま

すが、他の場所でやるということが最初はなかったの

でしょうか。何故保育園の中でということになったの

かなと思いました。 

 経緯については私もわかりませんが、現実的には、

市から補助金を交付して和光さんと青堀さんにやって

いただいております。他に選択肢としては、市が直営

とか委託するという方法もありますが、現在富津市で

は補助金という形をとってやらせていただいておりま

す。 

 この支援拠点事業の種類は、３つあります。保育園

でやっているようなセンター型というものと、ひろば

型というもの、もう一つ児童館型というものがあって、

児童館型は１８歳までが対象となります。そのタイプ

の中からそれぞれ運営主体が自分の運営しやすいよう
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渡辺会長 

事務局・白石 

鈴木副会長 

事務局・圓川 

な事業を選択します。和光保育園の場合はセンター型

で行っております。必ずしも保育園でなければやれな

いというようなものではないのですが、ただ、富津市

は待機児童がいないので新しい保育園ができる状況は

ありませんが、都市部で新しい園ができる、あるいは

こども園をつくるとなると、条件として、これをやら

ないと認可が下りないという条件となっているので、

これからできるところは必ずやるという風になってい

ます。 

 保育園でやっている影響は、保育園の子ども達の生

活していることが支援センターの子ども達にもかなり

影響力があるというか、いいモデルとなると思います。

モデルが近くにあるということは、全然関係ないこと

をやるよりも意味があるかなという風に思っていて、

もちろんひろば型にはひろば型のメリットがあるとは

思いますが、保育園のセンター型のメリットでいうと

そういうことが挙げられるかと思います。 

 事務局としては施設を計画の中で拡充していくとい

う方向性でよろしいですか。 

 おっしゃる通り、３地区で計画としては整備してい

きたいと考えています。 

③妊婦健康診査 

 保健師さんが関わってらっしゃる中で課題などあり

ますか。 

 妊娠届出は、９割の方が１６週までに出しておりま

す。ごくまれに複雑な事情があって届け出が遅くなる

方もいますが、年間１例か２例程度です。ここ数年は、

出生後に母子手帳をくださいという例はありません。

母子手帳には、１４回の妊婦健診の補助券がついてお
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事務局・圓川 

鈴木副会長 

事務局・圓川 

鈴木副会長 

りまして、約９万２千円分となっています。早くに母

子手帳をもらいに来て、健診を概ね公費負担で安価に

受けられるということが、ご本人の健康管理にも役立

ちますし、すごく良いことだと思います。 

 実際その周知としてはどんな方法をとっています

か。 

 母子手帳の周知は、富津市のホームページ、あとは

各産科の医療機関に妊娠が分かりましたら早く健康づ

くり課の窓口に来て母子健康手帳をいただいてくださ

いというチラシを置かせていただいております。妊娠

届出書も産院にありますので、そのまま受付の方がお

渡しいただくと、ここに行けばいいんだなとわかるよ

うにしております。 

 いきなり出産前検診を受けないで産院に行かれる方

はいらっしゃいませんか。 

 飛び込み出産は、ごくまれだと思います。 

 かつて富津市保育会というものがありまして、そこ

で公私立保育園全園でマタニティ講座というものを一

時期取り組んでいました。実際に自分の子どもがお腹

にいる状態で保育園に来て、先に生まれた赤ちゃんを

抱いてみたり、おむつ交換してみたり、授乳してみた

り、げっぷをさせてみたりといったことを経験として

やってもらっていました。参加してもらった人達に良

い経験が出来て、キューピーちゃんとは全然違うなと

いう声が聞かれました。実際、健康づくり課にもお力

添えいただいて声掛けしてもらいましたが、なかなか

認知してもらえず、どうしたらもっと利用してもらえ

るかなというのが課題として残りました。マイナス１

歳からの支援というところでいくと、そういうお手伝

いもできたら良いなという風に思っています。 
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 就労している妊婦さんが非常に多く、母親学級など

もほとんどの病院でやっているので行政のほうの母親

学級にもダブルで出るという方はなかなかいらっしゃ

らないので、私達も妊娠中のかかわりについては難し

くなっているような現状です。 

 この事業は、非常に大切だと思うのですけれども、

近隣３市も同様の事業をやっていて、この助成の規模、

啓発内容もどの程度かわかったら教えてください。 

 千葉県下は富津市同様、全部で１４回と、ほとんど

が同じような条件の助成になっております。一部、全

部の妊婦検診を負担しますというところもあります

が、ほんのわずかです。 

④乳児家庭全戸訪問事業 

 ３０名ほど訪問していない状況ですが、これは訪問

拒否が多くの理由でしょうか。 

 確かに訪問は「結構です」という方もいらっしゃい

ますが、生後２か月から保育所に入所できますので、

「保育所に行っているので」と断られる方、２か月経

っても里帰り出産から戻られていない方、お子さんが

病院に入院されている方、そういう方も含まれていま

す。昨年は９０％割っているかと思いますが、おおむ

ね９０％以上は訪問しています。 

 また、２か月の時に訪問ができなかったケースにつ

きましては、乳児期に４か月、７か月、１０か月、１

歳の６つの教室をやっています。こちらの教室などの

案内をいたしまして、来ていただくとか、１歳までに

一度も会っていなければ、再度訪問させていただいて

おります。１歳までに全数把握ができるようにしてい

ます。 
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 最終的には、今、お答えのあったように１歳までに

は全員訪問できているということで理解してよろしい

でしょうか。 

 はい。 

 先ほどちょっと言ったことにはなるのですが、健康

支援をもうちょっと広げた形で、お忙しいとは思うの

ですが、子育て支援につながるような支援をしていた

だけるとよいかと思います。 

⑤養育支援訪問事業、子どもを守る地域のネットワー

ク機能強化事業 

 養育支援訪問事業として、行っていないということ

ですが、きっと全戸訪問からの流れで継続支援につな

がっているかと思うのですが、１９１人受けたその中

でだいたいどの位が継続支援になりますか。その割合

が多ければ、当然、富津市として養育支援事業もやっ

ていったほうが良いと思うのですが。 

 継続支援の割合というのは正しくは出ませんが、電

話などで良い方から訪問で赤ちゃんの体重まで量った

ほうが良い方まで、幅はすごく広いです。事業として

行っていなくても、保健師はいつも、電話相談があっ

たり、こちらからこの人はこまめに訪問したほうが良

いなとか、タイミングで行ったりしたほうが良いとい

うような方には訪問しています。事業化という形では

なくても私達は通常の訪問として行っています。 

 乳児全戸訪問と養育支援は、子育て支援が必要で困

難を抱えている家庭への支援ということで始められて

いて、虐待を早期に未然に防ごうという大きなところ

があると思います。そこがネットワークできちんとつ

ながっていないと、私達はやっていますよ、だけど市
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のほうは理解していませんでしたということになりか

ねないと思うのですが。 

 連携ということでは今でもやっております。要保護

児童対策地域協議会の中で、実務者会議という会議が

ありまして、保健師、警察や児童相談所といった関係

者それぞれが対象児童については情報交換を行ってい

ます。今回の事業は市でやっていないわけではなくて、

これの対象になるには、専門の機関を作ってそこが中

心になってコーディネートするという事業です。富津

市の人数からすると、専門のコーディネーターまで設

置してまでやるというのは、やれば良いのですけど費

用対効果の問題もありますので、事務局としては今の

体制でも対応できると考えております。増えればまた

別の話だとは思いますが。 

 保護者の方や子どもと関わっている大人が、子ども

に対してどこまでが虐待に入るのかが区別がついてい

ないものがかなり多いと思います。その中で子どもの

ネットワーク機能強化事業は、そういうのを聞いたり

見たりした私達が直接相談に行ってどういった形で対

応していけばよいですかということを相談しに行けば

良いのでしょうか。そこの部分が分からなくて、現実

にいろいろなことが起きていることはわかっています

が、ただそれをどこに相談するべきか、保護者の方は、

直接やった方は多分言いませんし、子どもも言いませ

ん。現実で見ることはそんなにないかと思います。で

も、そういうことがしゃべられる３歳、４歳、５歳か

らそういったことを聞いた側が相談しに行けばよろし

いのでしょうか。 

 それは我々子育て支援課が窓口になっております

し、児童相談所でも、どちらでも相談していただけれ
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ば、対応いたします。 

 先ほど保健師さんの訪問事業で地域子育て拠点事

業、公立保育所では、おひさま広場として、支援セン

ターが公立ではないので、各保育所で月１くらいのペ

ースでそういった事業を行っております。今までにも

かつて保健師さんが家庭を訪問した時に、問題がある

という親子がいた時には、天羽地区に支援センターが

ありませんので、そうした時には、おひさま広場につ

なげていただいたりしています。保育所のほうも家庭

の中に入ってしまい、出て来ない親子がいるとわから

ないので、保健師さんから間に入って声をかけていた

だいます。そういう方に保育所に来ていただいたり、

あとはそういう子どもを早目に入所させたほうが良い

であれば入所に結びつけたりなど、そういうことのつ

ながりを持って行っています。 

⑥子育て短期支援事業 

 体制が整っていないためというのは現状に対して今

後は整備していく方向性はないということですか。 

 今のところ予定はありません。 

 児童養護施設が１件でも受け入れ可能ですよと言っ

たら、できるようになるということですか。それとも

まったくやるつもりはないという風にお考えですか。

 ちょっと難しいところです。現実にないので、でき

たらやるかは、今のところは未定としかお答えできま

せん。 

 施設の方から、今後の計画などそういった話題は出

ていないですか。 

 話題も出ていないですし、市のほうでも負担するこ

とにはなりますし、施設も現実にないので、今のとこ
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ろ予定はないということでご理解いただきたいです。

 実際に要望、ニーズは上がってきていないというこ

とですか。ニーズ調査には出てこなかったということ

ですか。 

 ０件でした。 

 現場にいらっしゃる方とか、保護者の皆様とか、そ

ういう感じなのですかね。ショートステイ７日間とか

トワイライトステイとか、いらないという感じなので

すかね。あれば良いが費用対効果もあるし、そのため

にどれだけの施設・設備も整えなければいけないとい

うことを合わせて考えていかなければならないのです

が、ニーズがなかったということをそのまま額面通り

受け取ってよいのでしょうか。 

 恐らくショートステイやトワイライトは、家族に子

育てを手伝ってくれない家庭が利用していくというこ

とになっていくと思います。おじいちゃん、おばあち

ゃん、親戚がみてくれるという地域性があれば利用が

少ないとかないとか考えられますけれども、でも、い

ざ必要になった時に利用できないというのでは、この

事業は意味がないのではないかなと思います。 

基本は多くの人が誰かに面倒を見てもらおうという

手だてを取ると思うのですけれども、それが出来なく

なった時にどうするかといったことが大きな問題で、

じゃあ、子どもをひとりで家に残して出かけてしまっ

て、事故が起きるといったこともあると思います。だ

から、費用の問題もあるようですが、少ないから必要

ないというのはどうなのでしょう。 

 これは、利用したらその部分のお金を払うというこ

とではなく、委託契約をしたら常にお金が発生すると

いうことになるのですか。まったく利用しなければそ
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こにお金は発生せず、何日か利用したらそれにお金が

発生するのでしょうか。 

 詳しいことはわかりませんが、通常、施設は、固定

経費が掛かりますので、用があった時だけに実費とい

うわけにはいかないと思います。固定経費や運営費の

負担は委託契約を結んだ時点で発生すると思います。

 うちの園のひとりから問い合わせがありまして調べ

ました。富津市は無論なくて、君津市は委託されてい

る施設が２件あったので、パンフレットのご案内を持

たせたケースがあったのですけれども、その方はお母

さんが外国の方で、何かあった時に見てもらえる方が

いなかったケースでした。お父さんが仕事で忙しいと

いう方だったのですが、やはり国籍が違う方など、そ

ういう方が今後多くなるようなケースがあればニーズ

や必要性は出てくるのではないかなという気はしまし

た。実際、富津で受け入れができなかったので他市の

案内をしましたけれども、アンケートが全員にいって

いないということもあると思うのですけれども、今後

そういったニーズが出てくることも想定内に入れてお

いたほうがよい気もします。 

 調査・研究させていただきます。 

 今の話は施設に限ったことでもないと思います。こ

れから話が出てくると思うのですけれども、⑦ファミ

リーサポートセンター等で幅広くも考えられると思い

ますので、発展的に考えられたほうが良いのではない

かと思います。 

 ニーズ調査は、必ずしも正しい民意とは限らないわ

けで、そこには出てこないこともあるのかと思います。

こういうところで出てきた意見は、実際に実体験に基

づいたお話ですので、そういうのを考慮して計画の中
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で配慮していただければと思います。 

⑦子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセン

ター事業） 

 私は夫の親が近くにいますが、ひとり親でまだ働い

ているので頼れない時があり、また、夫も頼れない時

に自分に何かあった時に、例えば保育園の迎えだけ行

ってもらえたら助かるなど、そういう時はあると思い

ます。また、妊娠・出産中で体がつらくて動けない時

などお母さんのサポートという意味でもやっていただ

きたい事業の一つだと思います。 

 今は、お母さんの友達の中でまかなったりしている

のですけれど、忙しくて頼みきれない部分も出てくる

ので、こういうところがあると気軽に頼みやすくなる

し、あると助かるなと思います。下の子を産んだ時に

ファミサポみたいなものは無いのかなと思って、市役

所に相談したのですが、富津にはそういうのはないで

すということだったので、是非あると助かるなと思い

ます。 

 これは保護者を会員として、保護者同士でお願いす

るという活動になるということでしょうか。 

 事務局が送迎や一時預かりをしてくださる方達の保

育を提供する会員を募りまして、そういうときに頼み

たい会員を募集します。あんまり遠いと、移動費は実

費になるので、その会員の中でできる限り近い方を事

務局がマッチングして、派遣することを事務局の事業

として行います。保護者会で組織するのではなく別の

機関が事業を実施し、会員同士の調整を行う事業です。

 事業は、子育て中の保護者に限られるのですか。 

年配の方や時間のある方が預かりますよというのはで
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きないですか。 

 そういう方達も、保育を提供する会員としてなって

いただけます。 

 子どもを出産するときに、上の子が学校や園に通っ

ていると、たまたま夏休みの間だったら、里帰りがで

きるけど、上の子を１か月学校とか休ませるとなると

考えてしまいます。ファミサポがあると産んだ後も安

心できるなと思いますので、是非やってもらいたいと

思います。 

 ファミサポの事業と利用者支援事業をくっつけてコ

ーディネートをするということはできるのですか。こ

れだけでやるともったいないと思います。コーディネ

ートもしてファミサポの支援もするというのはできな

いのでしょうか。 

 実際には、補助の対象になるかがわかりませんが、

形態として兼ねるのは可能だと思います。あとは補助

事業の要件に該当するかという問題があるかとは思い

ます。 

 課題・対応方針で、実施に対するニーズはあるが、

実施する場所・機関について検討が必要とありますが、

もうちょっと詳しくどんな問題点を把握しているのか

説明してください。 

 依頼会員と援助会員を対面して調整することになり

ますと、場所の確保や誰がやるかという問題がありま

す。実際にやるには場所と、誰がやるのか、職員がや

るのか委託を出すのか、検討する必要があると思いま

す。 

 実際の運用面で乗り越えないといけない課題がある

ということですね。 

 すごく良いと思うのですが、必要としている人と時
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間に余裕がある人の関連付けで良いとは思うのです

が、例えば送迎中の事故ですとか、預かっていてうっ

かり死んでしまったとか、そういうことも考えると、

補償とかいろんな場面について、もっと検討が必要だ

と思います。子どもは、適当に預けてその時間がうま

く過ごせればいいというわけではなくて、もしもとい

うことをすごく考えながら私達は預かっています。そ

ういうところも細かく、頼む人も頼まれる人も、こう

いう場合についてはこうですなど、お互いの信頼関係

もそうなのですけれども、もし何かあった時にどうす

る、どこが責任を持つとか、そういうところもきちん

としていく必要があると思いますので、もしやるので

あれば相当の検討が必要かと思います。 

 この事業については、預かる方については、明日か

らすぐやってくださいというわけではなくて、必ず講

習等を行った方に提供会員となっていただくことにな

ります。当然、現在も実施されている事業ではありま

すので、ファミリーサポートセンターについての保険

もあります。 

 希望する人の依頼会員は、年会費など納めるのでし

ょうか。交通費は実費で、という話はありましたが、

利用者はその都度払うのでしょうけど、会員になった

ら年会費などはありますか。 

 会費ではなくて、依頼した時に時間あたりいくら利

用料という形で、お金を払う形になります。 

⑧一時預かり事業 

 今まで幼稚園がやってらっしゃる預かり保育と今回

の預かり保育は違いますか。 
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 同じ事業で、今回の新制度の事業になるということ

で、今まで教育の補助でやっていたものが、新制度の

中での事業になるということです。 

 幼稚園は、色々選択肢があると思います。現在のま

まの幼稚園と、新しい制度でいく幼稚園と、子ども園

に移行する幼稚園で、そのすべてで行われるのですか。

 把握しきれておりません。次回回答させていただき

ます。 

⑨延長保育事業 

 天羽地区にニーズはありますか。 

 ニーズはあります。 

 具体的に想定されるのはどういったことですか、ニ

ーズがあることについてどんな計画を立てていくとか

考えはありますか。 

 まず、天羽地区には保育所の規模を考えると、公立

では中央保育所を考えていますが、実現には至ってい

ない状況です。 

 中央保育所が天羽地区を総括した場合に、金谷とか

竹岡とかそういうところから延長保育を希望する方

は、最初から中央保育所の入所させた形で対応すると

いうことですか。 

 本当は全保育所でやればよいと思うのですが、現実

的に人員の配置が困難な状況ですので、延長保育を利

用したい方は中央保育所を利用していただくという形

で対応したいと考えております。 

 中央保育所だけが延長保育をするということになる

と、金谷とか竹岡の忙しい人はもっとそういう保育所

に行ってしまう。もともと人数が少ないところは、そ

の保育所自体もっと人数が少なくなり、もっと小規模



32 

渡辺会長 

渡辺会長 

鈴木副会長 

事務局・小野田 

相澤委員 

事務局・白石 

鈴木副会長 

事務局・白石 

相澤委員 

事務局・白石 

鈴木副会長 

になってしまうと思うので、欲を言えばそこの場所で

延長保育がやれれば良いなとは思います。 

 今までの話を踏まえた形で計画の中で、助成もある

わけですから、ニーズを汲み取っていただき、いろい

ろな形でフレキシブルな対応を考えて検討いただけれ

ばと思うのですがよろしくお願いします。 

⑩病児保育事業 

 ニーズはたくさんあったのですか。 

実際、富津保育園さんのキャパシティはどうなので

すか。余裕があってまだやれるのか、うちでそういう

要望があった時に富津さんに相談して大丈夫ですか。

 病児保育は専任の看護師と保育士が２人いなければ

ならないというのがありますので、満たしていただか

ないと事業として成り立ちません。定員は１日４人で

実施されていますが、０歳児や１歳児など小さい子が

３人というときは断るときもあるということです。 

 病院・保育所等というのは、病院で専用スペースを

作る場合は、看護師さんと保育士さんの免許持ってい

る方が必要になるということですか。 

 その通りです。 

 看護師というのは保育士の代わりになりますか。 

 看護師は、保育士の代わりにできず、保育士と看護

師が必要です。 

 病院にアプローチするというのも、保育士さんを病

院が持つということであればかなり難しいことなので

すかね。 

 現実として、やるには人員の確保と専用のスペース

がいりますから、受け入れるか問題はあります。 

 例えば、吉野地区の「わかくさ」などお医者さんが
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やってらっしゃる老人の介護施設ですけれども、そこ

で託児所もやっていて、例えばそういうところにお願

いしたらどうかということにはならないのですか。 

 先ほどお話ししたように、場所や人員が確保できれ

ば可能ではあります。 

 可能性としてはあるのですね。 

 事例ですが、亀田病院棟の中に看護師さんが多くい

らっしゃいます。その中に保育をやっているというこ

とを聞いております。 

 それぞれの園、保育所で取り組むのは難しいことだ

と思います。やっぱり、病院が良いかなとは思うので

すが、ここに挙がっているということは、病院に富津

市が助成して寝るスペースや看護師・保育士を調達す

るという準備があるということですか。今は１園でし

かやっていないけれども、検討して、良ければ病院を

検討する、考えるという可能性があるっていうことで

すよね。 

 それを今日皆さんと検討して、計画を作っていきた

いと思っています。 

 幼稚園に務めていますが、できれば親御さんに仕事

を引き上げていただいて、親御さんに子どもを引き渡

したいというのが一番です。それは、事業者側に幼い

子どもを持つ親にはそういう時間を確保していただく

ような一番努力していただきたい点ですが、仕事をし

ていると１００％は無理だと思います。では、それを

どこでやるかというときに、保育園内ですと、素人の

人間が病状を確定するというのは難しいし、医者のい

る病院が一番良いと思います。保育園でも、お迎えに

来られない親御さんがいたら、親の了解を得てその病

院に送っていって、急な対応でもしていただいて、親
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が来るまで預かっていただけると考えると、設備が整

った病院を検討いただけると非常にありがたいと思い

ます。 

 事業そのものが回復期にある状態のお子さんだか

ら、病気中のお子さんが対象ではないのでしょうか。

 病児はやるつもりはないということですね。病後児

を今やっているけれど、これは病児・病後児を含めた

病児保育ということですよね。富津市は、今後病児は

検討せず、病後児を引き続き富津保育園で実施という

ことでしょうか。 

 病児は市内の医療機関でやれるかは厳しいかなとい

うところがあります。今だと、病後児ならまだ可能か

なと思っております。受け入れ側の問題もありますの

で、市内の医療施設だと厳しいとは思っております。

⑪放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

 今、大佐和地区と天羽地区では利用したいと考えて

いる方が何人位いらっしゃいますか。 

 希望は取っておりませんので正確な数は把握してお

りませんが、ニーズ調査でも希望者は出ておりますの

で、希望の認識はしております。ただし、ニーズ調査

はアンケートですので、実際にどれだけいるかという

正確な数は把握していないのが実情です。 

 今後、その人数は調べていくということでしょうか。

 人数の把握より、ニーズ調査で利用希望が出ており

ますので、まだ設置していない地区については、やっ

ていただけそうなところにこれから働きかけるなどし

ていきたいと考えています。 

 天羽地区とか学童の無い地区は、交通の便がなかな

か難しく、また、学校も点在していて、各学校につく
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られるのかという状況はあると思います。学童保育に

預けたいということは、親御さんが朝から夕方まで仕

事をしているわけなので、自分で学童に連れて行くと

いうのは不可能な話です。だから学童を諦め、家で待

っていなさいという話になるのがほとんどだと思いま

す。だから、そこの部分をフォローするためにファミ

リーサポートセンターがあれば、学校まで迎えに行っ

て学童につなげてくれるというシステムができれば、

天羽地区も広いのでどこか一つでいろんな子達が遊べ

るような場所が作れると思います。 

吉野小学校に実際通う知り合いがいますが、学童が

無いために他の学童にお願いしても送迎の時間に間に

合わないとか、送迎まで手が回らないとかなると、学

校を変えていかなければならないという現状がありま

す。 

学童を学校に作るのが困難であれば、違うシステム

作りをして、そうすれば、市のほうも予算が少なくて

済むだろうし、地域の方々の協力を得て子育てしてい

くという状態にもなるのかなと思います。 

 ニーズ調査報告書を見ますと、子どもが何歳になっ

たら就労したいのかというところで、７歳がひとつの

山となっていますが７歳というのは就学じゃないです

よね。１年生が終わって２年生になった時に就労した

いという答えが多い。何故かいうと、１年生の時は早

く帰ってきちゃうからです。就労すると、仕事に就い

てしまうと早く帰らなくてはいけないので、２年生ま

で待つという方が多いのですよね。同じように１０歳

というのが次の山としてあって、高学年になるとなん

となく子どもだけで留守番できるかな、というところ

があって、１０歳の時に働きたいと思っている。もう
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一つが、中学に入った時とそういうことがグラフから

読めて、何かひとつ、働きたいのだけれど、学校がち

ょっとネックになっているというようなところがあっ

たりすると思います。潜在的にもそうやって見てくれ

るところがあれば、安心して働きたいと思っていると

思います。 

 私は、学校で今の施設のまま学童保育をするという

のは、環境的に厳しいと思っていて、学校が終わった

後に、夕方まで同じ施設にいるというのは大変なのだ

ろうなと思うと学校から「さよなら」って帰ってきて、

違う場所に通えるというのが、子どもにとっていいな

と思います。ひとつは、公立の保育所は学校から帰っ

てくる場所として良い場所だなと思っているのです

ね。学校よりも生活する場になっているし、学校と違

う環境で気持ちをリセットするというか、それだけで

なくて、もともとそこから卒園して学校へ行ったわけ

だから、ふるさとに帰るような気持ちで保育所に帰っ

てこられるのだろうなと思うと、そういうひとつの方

法として、学校の中に作るよりも可能性というか、質

としては高いと思っています。 

 実際に、学校区で、学校の中でなく、保育所に場所

を変えて学童をやった時に、助成対象の要件になって

くるのですか。 

 要件は一緒です。その中で、補助金額までであれば

補助の対象になるということで、市内でも学校以外の

ところでやっているところもあります。 

 保育所に作ってはいけないわけではないのですね。

 普通のアパートみたいなところでやっている学童保

育所もあります。 

 実際にこの課題に挙がっている学校をみると、ほと
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んど単学級なので、余裕の学校として教室がないかな

と思います。大きな青堀とか大貫あたりだと、子ども

の数が減ってきている分、余裕教室はあるかもしれま

せんが、課題に載っている学校は、余裕教室はないか

と思います。 

 １０年ほど前に竹岡小学校で学童が必要になり、学

童がありました。何故なくなったのかは、ニーズがな

くなったことや指導員の方がなかなかいらっしゃらな

いということらしいと聞いております。 

 飯野小学校の学童は、飯野保育所で始まりました。

保育所の昔の用務員室をきれいにして、そこにキッチ

ンのセットがあり、保護者が保育所の玄関を通らず外

玄関から入れたということがあって、飯野保育所でや

っていたのですけれども、小学校でやれるということ

になってそちらに移りました。保育所のほうも、空き

があるところがあれば良いですが、少し難しいところ

があると思います。 

 どこでやるにしても学校よりもリフォームは必要だ

と思います。また、学校もリフォームが必要だと思い

ますが、同じ場所に居続けるのは結構大変だと思いま

す。 

 佐貫地区の学童保育を手伝っていますが、指導員が

辞めたりすると、次の指導員を探すのがすごく大変で

す。平日は短時間だけ、休日は一日みてもらう、それ

では、生活できないのはわかっています。保育所にあ

ったらいいのではないかという話があった時に確かに

そうだなと思ったのは、保育所に負担はかかると思い

ます。だけど、保育所には保育士さんがいるので学童

の指導員の要件を満たしている方が必ずいるというの

もあるし、子ども達にとってもホッとする場所という
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のもありますが、小さな子を間近で見られる、兄弟が

少なくなってきた中で、いろんな関係がある中でつな

がりとか、関わりとかが勉強できるのかなって、子ど

もにとっても学校で勉強できない分、違う勉強ができ

るかなと思うと良い案だなと思います。 

 現実的に教室を改造しなきゃいけないとか、保育所

の保育士のシフトを考えなきゃいけないというのはあ

ると思うのですけれど、ひとつの案としては、保育所

の中にあるというのは結構良いと思います。 

 学童というだけではなくて、今後の富津市の将来人

口予測も出てきますが、ジリ貧になっていくのをただ

静観していてもダメだなと思っています。保育所だけ

ではやっていけなくなるだろうなと思うと、そこに学

童が入ってきて、学童の運営と一緒になっていくとい

うのは一つの可能性としてあると思います。ただそれ

も、学童だって減ってきますので、いつかはジリ貧に

なってくると思うと、次は老人との合同というか、そ

ういう施設を富津市は試みても良いのではないかと思

います。年寄りも保育園というかそういう施設に来て、

子どもと孫みたいな子と一緒になって過ごし、子ども

の遊び相手になってくれるような、そういう景色もな

かなか良いなと思います。そういうことは、明日から

来年からというのは難しいけれども、徐々にそういう

ことを目指しながら環境を整えていくという発想は持

つべきだという風に思っています。そういうことが必

要ならば、そういうことを立ち上げるプロジェクトチ

ームを作ったほうが良いと思います。 

 学童保育に関しては、他との連携が課題、提案、ア

イデアとして出てきています。ファミリーサポートセ

ンターとの連携もそうですし、保育園もそうですし、



39 

相澤委員 

鈴木副会長 

事務局・渡邉 

渡辺会長 

事務局・白石 

鈴木副会長 

松倉委員 

菊地委員 

松倉委員 

地元のおじいちゃんと連携というのも一つのアイデア

だと思いますので、それらを軸に、計画の中で取り込

めるような計画にしていただければと思います。 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 課題・対応方針以外にもこれを実施するのは、非常

に難しいと思っています。世帯所得をいくらぐらいと

いう基準で、それ以下の方を補助するという形になる

と思うのですが、所得金額レベルをいくらに設定する

かというところも難しいですし、それ以外の生活保護

を受けていらっしゃる方が仮にいらっしゃるとした

ら、その方達とのバランスも考えなければならないで

すし、この辺は設定が難しいのではないかと思います。

 国としてはどういうイメージがあるのですか。 

 国の資料としても、詳しくは説明がまだされておら

ず、概要としても、どのくらいのラインかというのは、

まだつかめておりません。 

 生活保護の制度でこのような制度はありませんでし

たか。 

 保育所や市で助成はしておりません。各園で独自で、

実費でやっておりますので、市として助成はしており

ません。施設によって何を保護者から徴収するのかは

バラバラなので、内容が異なるので市としてはやって

おりません。 

 生活保護の制度の中で入学期など特別に上乗せとい

うか、学用品を用意する補助分はありますか。 

 教育扶助自体は幼稚園も対象になりますか。 

 小学校に入ったお子さんでしたら、そういう制度は

あります。 

 生活保護の教育扶助が対象になっているのではない
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かなと思います。保育所は保育料自体がかからないと

思いますので、それ以外にかかることとしてどうなの

かということですよね。 

 今の話のとおり、どこまでを対象にするのか。対象

にしたときに、実際にどのくらいの費用が必要なのか

という実態を把握しないと難しいのかなというところ

がありますけれども、いかがですか。 

 調査をして、保育園も幼稚園も選択できますので、

それぞれの園の中に方針があって、保護者もそれで選

んで入っているところもありますから、一律にという

訳にはいかないところもありますので、検討していき

たいと思います。 

 先ほどの生活保護に関してですが、生活保護世帯に

関わる部分について、保育所に通うすべてのものにつ

いては生活扶助費として生活保護費で対応するとのこ

とです。現状としては富津市で生活保護を受給してい

る家庭で幼稚園児がいらっしゃらないとのことで、保

育所に入っている子は、生活扶助費としてすべてをま

かなっています。 

 仮に幼稚園児でいるとしたら、対象になるというこ

とですか。 

 はい、なります。 

 すべて対象なのですか。 

 そうです。 

 保育園間や幼稚園間で保育料以外の差があっても、

同じようにすべて支給されますか。 

 多少上限はあると思います。生活保護の基準等あり

ますので、上限以上については出ないという形になっ

ていると思います。教育扶助ではなく、生活扶助の中

で出すということで、ご理解いただきたいと思います。
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⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するため

の事業

 例えば、ファミリーサポートセンター事業などに株

式会社などが入ってきたときの事業ですか。 

 これは保育園の新規参入です。 

 保育園は株式会社も参入できるようになっています

よね。学校法人とかでないと子ども園はできないでし

ょうね。法律的に保育所だけになりますか。 

 あとは２０人未満の小規模保育事業です。 

 市はそういったところ考えていますか。 

 市としては考えていません。 

 考えていなければ、入ってくることはないですよね。

例えばファミサポだとか、病児保育だとか、そういう

ところで考えていますか。 

 この件については、国の資料で判断する限り、保育

所、小規模保育などとあるので、そういうものの新規

参入ということだと考えています。 

 議題（３）の１３のテーマがあったわけですけれど

も、今までのご意見・ご指摘がありましたので、計画

の中で反映させることになると思います。確認ですが、

これから支援事業を計画として作っていく時に、この

中で１３項目の中から助成事業を選択しなさいという

国の方針があるわけですか。 

 おっしゃる通りで、市がニーズを踏まえて選択肢を

実施することになります。 

 一概にここに書かれている通りの対応じゃ対応しき

れないような意見もありましたが、どのように考えて

いますか。 
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 皆様の意見を聞きましたところ、長期的に考えた場

合については、子育て支援の活動拠点を中心に放射状

の中での施策が進むのではないかと思いますので、長

期的な展望の中で考えていきたいと考えております。

期限は現状の財政状況の中では、短期的には無理かと

思いますが、長期的な中での展望では考えていきたい

と考えており、人口は、減少しておりますので、子ど

も施策について重要視していきたいと考えています。

 これから５年間の計画を立てるわけですけれども、

国の公共事業でもそうですが、これやってくれればお

金出しますよ、半分助成しますよと、これは、助成割

合は半分くらいですか。それは決まっていますか。事

業によっては違うのでしょうか。 

 まだ、国からはっきりしたものは示されておりませ

ん。 

 その中で、あまり効果のないものをやって自腹を切

るのも不必要なことですし、必要な事業なのにこの制

度の決まりごとのためにうまく運用されないというの

も不幸なことだと思います。大きな流れとして、ファ

ミサポの話もそうでしたが、いろんなところと連携す

ることにより効果のある事業や施策が出来ると思いま

す。是非何とか知恵を絞って国から助成を引っ張り、

その中で対応できるようなフレキシブルな制度を作っ

ていくというところが今日の会議の要点というか、肝

だと思いますので汲み取っていただければと思いま

す。 

 会長からもお話ありましたが、子ども・子育て会議

で詰めないといけないことということは、都市型が基

本になっていると思います。郡部の施策というのを私

達が知恵を出していかなければいけなくて、試されて
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いるとも思っています。国からお金がついてくるかこ

ないかというのは大きな判断材料にはなるけれども、

お金が無くとも知恵を出さなければいけないことも絶

対あって、お金が出せればもちろんいいけど、お金が

なければ汗をかくという、市民が活躍できる出番・場

所を作っていくことが大事なのだなという風に思って

おります。 

最近の本で、お金を中心に回してきた経済の限界が

きていると、その限界を、未来を、何か楽観的に見て

いくのではなく、価値観を変えて新しい未来を作り出

していかなければいけないといろんな人が言い始めて

きていると思います。それは人なのだろうな、お金で

は動かない人なのだろうなと思うと、学童と老人を絡

めるという話をしましたが、複合的な関われる場所を

作り出していくということが、富津市の活力になると

思うし、もうひとつは、都会の人達が田舎の自然豊か

なところで子育てしたいという人がいるので、そうい

う人を呼び込むくらいの施策が必要だと思います。 

５年間の数字を見ると、どの数字を見てもどんどん

数字が減っていくというのは将来が夢として描けない

ですが、富津市だからこそできることというのをもっ

とアピールしていくべきだと思います。家建てたから

１００万円とかそういう問題ではなく、ここに来ると

豊かな教育、子育てができるぞ、親も育つぞ、という

まちづくりが出来ないかなと思います。５年間の計画

なのですが、最初の５年はじっくりと中身を詰める５

年で、次の５年に形にしていくというような、５年、

１０年、１５年と、先の見通しを持ってきちんとみん

ながやりたいことを形にするような、そういう施策を

是非お願いしたいなと思います。部長さんも長期でと
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おっしゃられていましたが、そのことをきちっと形に

していって欲しいと思います。力になれることがあれ

ばもちろん力になりたいと思いますし、お願いしたい

と思っております。 

 子ども・子育て会議は、国の方針に沿ったメニュー

はやっていかなければならない、やっていくべきでは

ありますが、副会長のおっしゃったようにこの会議と

いうのはこれから決まったことをやって計画を立てた

後に、どうやって運営していくか、磨きをかけていく

かということで、それはまさにソフトの部分だと私も

思っております。今おっしゃったような、ハードに対

するソフトの部分が、この会議の方向性になっていく

べきだと思っておりますので、ご協力いただければと

思います。事あるごとにいろんな意見交換をさせてい

ただきたいと思います。 

４ 報告 

＜（１）パブリックコメントの結果について＞ 

 次第４の報告（１）パブリックコメントの結果につ

いて、事務局の説明を求めます。 

 第１回の会議でお諮りした地域型保育事業の設備及

び運営に関する基準案など３つの基準案について、パ

ブリックコメントを実施しました。期間は、６月２５

日から７月２２日まで、閲覧場所としましては、市役

所・天羽行政センター・市のホームページです。ＰＲ

については、広報ふっつ、ホームページで行いました。

募集したところ、意見はありませんでした。 
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○質疑・意見

 意見なし

＜（２）次世代育成支援行動計画について＞

 報告（２）次世代育成支援行動計画について、事務

局の説明を求めます。 

 富津市次世代育成支援行動計画（後期）概要版をご

覧ください。開いていただくと下の方にありますよう

に、富津市次世代育成支援行動計画は、前期と後期が

あり、後期は平成２２年度から２６年度までの計画期

間となっています。計画では、右側にありますように、

重点目標として、子育てに関する経済的支援、子育て

支援機能の充実、親子のコミュニケーションを促進す

る環境整備の充実が掲げられています。

次世代育成支援行動計画の根拠法令であります次世

代育成支援対策推進法は、平成１７年４月から平成２

７年３月までの１０年間の時限立法でしたが、法律が

改正され、１０年間延長されました。

富津市次世代育成支援行動計画（後期）は、平成２

６年度で終了いたしますが、今後の市町村行動計画の

作成については、今回の法律改正に伴い任意とされ、

各市町村の判断によることとなりました。

次世代育成支援行動計画は、「子ども・子育て支援事

業計画」と重複する部分があることから、次期次世代

育成支援行動計画を子ども・子育て会議でご審議いた

だき、富津市子ども・子育て支援事業計画と一体のも

のとして策定することといたしました。このことは、

７月１８日に開催された富津市次世代幾瀬支援行動計

画推進会議におきましても承認いただいたところでご
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ざいます。

 今後、子ども・子育て会議でご審議いただくことに

なりますのでよろしくお願いいたします。

○質疑・意見

 新しい計画は、５年で終わるものではなくて、５年、

１０年、１５年と長期のプランを描いて形にしなくて

はならないと思いますので、継続してやっていかなく

てはならないと思います。ですので、こういう会が重

要だと思いますが、ただ次世代のほうは守備範囲が広

くて１８歳までが対象となっています。この会議はそ

こまで守備範囲を広げた委員を選定していらっしゃい

ませんので、あまり多くなると会議になりませんが、

引き継いでいくとしたら１８歳までを意識しながら委

員の補充も場合によっては必要になるのではないかと

思います。 

 他に何か、ご意見等はございますか。 

なければ、事務局から連絡等はありますか。 

 第３回目の会議は、１０月頃を予定しております。

 以上で、平成２６年度第２回の子ども・子育て会議

を終了いたします。委員の皆さまには、長時間にわた

りありがとうございました。

閉会 


